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カテゴリー:お知らせ    

  
 

令和７年度企業立地実績と 

「埼玉県企業誘致戦略」の改定について 
 

 埼玉県は、県内産業の振興と雇用の創出、税収の確保を目的とした「埼玉県企業

誘致戦略」を令和７年４月から展開しています。 

 このほど、令和７年度の立地件数を取りまとめました。 

 また、重点的誘致対象分野の見直しに伴い、令和８年４月に「埼玉県企業誘致戦

略」の一部改定を行いました。 

●令和７年度の立地件数は５５件 

 ・「埼玉県企業誘致戦略」の目標５０件（年間）に対して 
進捗率１１０％ 

 ・企業誘致大作戦開始の平成１７年１月以降２１年３か月で 
  立地件数１，４５３件を達成 

  【エリア別の立地件数】 

 県北 圏央道 県南 合計 

件数 ７ ３２ １６ ５５ 

  【施設別の立地件数】 

 工場※ 研究所 本社・支社 流通加工施設 合計 

件数 ３６ ４ ３ １２ ５５ 

※工場内訳…金属製品 10件、印刷 6件、化学 3件、生産用機械 3件、 

電子部品 3件、電気機械器具 3件、その他 8件 

●令和７年度の主な立地企業             （50音順） 
企 業 名 立地施設（業種） 立地先 

㈱アイスコ 流通加工施設（食料品卸売業） 毛呂山町 

桐山工業㈱ 工場（金属製品製造業） 鴻巣市 

㈱グラファイトデザイン 工場（その他の製造業） 秩父市 

桃陽電線㈱ 工場（金属製品製造業） さいたま市 

日本シーム㈱ 研究所（生産用機械器具製造業） 越谷市 

産業労働部 企業立地課 
企業誘致担当 川田・米山 

直通 048-830-3748 
内線 3747 

E-mail: a3900@pref.saitama.lg.jp 

  令和 8年 4月 27日 
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●「埼玉県企業誘致戦略」の一部改定について 

 １ 改定理由 

   重点的誘致対象分野の見直しによる。 

 

 ２ 重点的誘致対象分野について 

   特に経済効果が高く、県の産業施策等に合致し、今後の成長が期待できる分野

を重点的誘致対象分野に設定し、該当する企業に対しては、産業立地促進補助金

の限度額を引き上げて、積極的に誘致に取り組んでいく。 

 

 ３ 新たな重点的誘致対象６分野について 

  ・重点的誘致対象分野の見直しに関する調査において、これまでの重点分野・業

種は、県経済の成長に大きく貢献していることが分かった。 

  ・そこで、新たな重点分野の選定に当たっては、基本的な方向性を維持しつつ、

調査において示された次世代の成長産業の動向を踏まえて見直しを行うこと

とし、その結果、以下の「重点的誘致対象６分野」へ再編をしたものである。 

 

① モビリティ、② 食料品製造、③ 医療・医薬品・化粧品、 

④ アグリテック・フードテック、⑤ ロボット・ＤＸ産業、⑥ ＧＸ産業 

 

 ４ 本文 

  「埼玉県企業誘致戦略」令和８年４月改定（PDF） 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/281782/r804senryaku.pdf

